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『学校生活の主役・主体は子どもたち』 
校長 鈴木 壮平   

 

先日、次年度の学校行事等について「学校だより臨時号」にて、保護者・地域の方にお知らせしました。お知

らせした後に、「学校行事の主役は子どもたち。子どもたちにも伝えなければ。」と思い、全校朝会でその話をし

ました。保護者・地域の方にしか伝えないことで「大人が決めたことを子どもは言われた通り取り組むだけ。」と

いう思いを子どもたちが抱かないようにすることが、話をした意図です。もちろん小学生の発達段階を考慮する

と、子どもたちが主役だからと言って、何でも委ねることは適切ではありません。学校行事の時期や内容の規模

感、種目など、行事の枠組みは、教職員が責任をもって検討・判断します。しかしながら、中身をよりよくして

いくのは、子どもたちです。今年度も、各学年が発達段階に応じた役割を子どもたちにもたせ、主体的な学びと

なるように努めてきました。例えば、６年生は移動教室など学校行事を中心とした様々な活動に対して、実行委

員会を設け、計画から運営まで多くの役割を子どもたちが担っています。１年生も「遠足の出発式の司会」など

子どもたちに任せられることは積極的に役割をもたせています。同様に２から５年生も、それぞれ工夫して取り

組んでいます。 

このような子どもたちの主体的な取組を支えるものとして「子ども基本法」と「西東京市子ども条例」があり

ます。「子ども基本法」とは、令和５年４月に子ども家庭庁が創設されるのと同時に施行され、子どもや若者に関

する取組を進めていくために基本的な事項を定めた法律です。「西東京市子ども条例」は、平成 30 年 10 月に制

定され、西東京市の子どもたちが当たり前に暮らすことができるように、市民みんなで考えたり、助け合ったり

することを進めるための条例です。「子ども基本法」と「西東京市子ども条例」ともに、子どもたちの主体性を育

む上で重要な子どもの権利について、次のような記載があります。 
 

こども基本法：第３条３ 

 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を

表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

西東京市子ども条例：第 13条２ 

  市、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、市民及び事業者は、子どもの意見表明及び参加を促進するため、子ど

もの考え及び意見を尊重し、主体的な活動を支援するよう努めるものとします。 
 

次年度も日々の学びで培った力をより広げたり深めたりできる学校を目指し、学校行事を中心に子どもたちが

主体的に取り組める場面をつくっていきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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めたせこいあ 

本校ＰＴＡむこさぽカンパニーが東京都生活文化スポーツ局生活安全担当局長賞を受賞しました 

 子どもたちの安全・安心を守るために、通学路パトロールや危険個所点検、校外ニュースの発行、防犯アプリ

の導入・活用等に取り組んできたことが評価され、感謝状が贈呈されました。保護者・地域・学校が一体となっ

て子どもたちを見守る重要なネットワークを構築してくださっていること、心より感謝申し上げます。 
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2月の行事予定について

日 曜 行　　　　事 時程 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
1 土
2 日
3 月 委員会⑩　クラブ発表週間始 5 5 5 5 6 6
4 火 安全指導 5 5 6 6 6 6
5 水 4 5 5 5 5 5
6 木 【特時】                                              SC 特 5 5 6 6 6 6

7 金
【特時】４時間授業　ふるさと探究学習研究発表
クラブ発表週間終                                 SC

特 4 4 4 4 4 4

8 土
9 日
10 月 5 5 5 5 5 5
11 火 建国記念の日
12 水 【特時】セーフティ教室：薬物乱用防止教室(6年) 特 4 5 5 5 5 5
13 木 新１年生入学説明会                                            SC 4 4 6 6 6 6

14 金
【昼】なかよし班遊び⑥
エバリーコンサート（１～３年）

5 5 6 6 6 6

15 土
16 日

17 月
【特時】クラブ⑪(最終)　避難訓練
学習見直し週間始

特 5 5 5 6 6 6

18 火 社会科見学（6年） 5 5 6 6 6 6
19 水 【特時】学習作品展会場設営（5年） 特 4 5 5 5 5 5
20 木 読み聞かせ                                        SC 5 5 6 6 6 6
21 金 学習見直し週間終 5 5 6 6 6 6
22 土
23 日 天皇誕生日
24 月 振替休日
25 火 5 5 6 6 6 6
26 水 4 5 5 5 5 5

27 木
保護者会/学校公開日(１・3・5年)
学習作品展①                                     SC

5 5 5 6 5 6

28 金
保護者会/学校公開日(２・4・6年)
学習作品展②

5 5 6 5 6 5

1 土
土曜授業日(3時間授業)
学習作品展③

3 3 3 3 3 3

 

土曜授業について 

３月１日(土)に土曜授

業(3 時間授業）がありま

す。 

1 日（土）は、授業参観

は行いません。保護者の

皆様は、作品展の鑑賞の

みとなります。児童は給

食なしで下校となりま

す。 

 

下校予定時刻は、 

11 時 50 分です。 

特別時程

4時間授業 13:25 13:00

5時間授業 14:30 14:00

6時間授業 15:25 14:50

クラブ 15:00

通常

下校予定時刻

保護者会・ 

学校公開日について 

３学期の学校公開は、
各学年保護者会の前の時
間（５時間目）になりま
す。 

 
・2/27(木)1・３・５年 
授業公開 13:30~14:15 
保護者会  14:45~ 
 
・2/28(金)2・４・６年  
授業公開 13:30~14:15 
保護者会  14:45~ 
 
よろしくお願いします。 

 


